
（２号物件）

１．事業名、請負物件、契約面積、請負予定数量、請負予定単価、請負予定金額、事業場所及び生産完了検査場所

事業名 請負物件
請負
予定
単価

事業場所
生産完了
検査場所

保育間伐 スギ外 33.35 ha 2,640 ㎥ 円 請負金額 円也 崩平 崩平

（うち取引に係る消費税及び地方 国有林 国有林

集造材外 スギ外 消費税額 円也） 221ほ 221ほ

林小班外 林小班外

（注）「取引に係る消費税及び地方消費税額」は、消費税法第２８条１項及び２９条並びに地方消費税法第７２条の８２及び

　　第７２条の８３の規定に基づき算出したもので、請負金額に１０／１１０を乗じて得た額である。

　　［（　）の部分は、請負者が課税対象者である場合に使用する。］

２．事業期間

自 令和　年　月　　日

至 令和９年１月２９日

３．選択条項　別冊約款中選択される条項は次のとおりである。

　　　（選択されるものは〇印、削除されるものは×印）

契約保証金の納付 　第４条第１項第１号

契約保証金の納付に代わる担保となる有価証券等の提出 　第４条第１項第２号

銀行、甲が確実に認める金融機関等の保証 　第４条第１項第３号

公共工事履行保証証券による保証 　第４条第１項第４号

履行保証保険契約の締結 　第４条第１項第５号

支給材料及び貸与品 　第１５条

部分払 ２ 回以内 　第３８条

前金払 分の 　以内 　第３５条第１項

中間前金払 　第３５条第３項

国庫債務負担行為に係る契約の特則 　第４０条

（注）国庫債務負担行為に係る契約にあたっては、別紙を添付する。

４．支給材料及び貸与物件

　　　　　NO. 1 個

個

巻

冊

記番別作業内訳書の
とおり

作業工程別数量
内訳書のとおり

（案）

森林整備事業（保育間伐【活用型】）請負契約書

契約面積 請負予定数量 請負予定金額

×

適用削除の区分 選択事項 選択条項

×

×

×

×

×

〇

〇

×

○

品　名 品質規格 数　量 引渡予定日

　封印ペンチ 大分西部森林管理署 契約締結日

　鉛 〃 〃

引渡予定箇所

　銅線 〃 〃

　発送検知野帳 〃 〃



５．特約事項

　（１）当該契約に係る技術提案については、別冊のとおりとする。

　（２）特約条件については別紙のとおりとする。

　上記請負事業につき、発注者と請負者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、本契約書及び令和７年１２月２４日

に交付した国有林野事業製品生産事業請負契約約款、令和７年１２月２４日に交付した製品生産標準仕様書によって公正な請

負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。

　また、請負者が共同事業体を結成している場合には、請負者は、別紙共同事業体協定書により契約書記載の業務を共同

連帯して実施する。

　本契約の証として本書２通を作成し、双方記名押印の上、各自１通を保有する。

　　　令和　　年　　月　　日

発注者 大分県日田市中城町１―１

分任支出負担行為担当官

大分西部森林管理署長 　杉崎　浩史 印

請負者 住　所

請負者　○○共同事業体

代　表　者　○○林業株式会社

住　　所

代表取締役　　○○　○○　印

代　表　者　○○林業株式会社

住　　所

代表取締役　　○○　○○　印

代　表　者　○○林業株式会社

住　　所

代表取締役　　○○　○○　印

［注］請負者が共同事業体を結成している場合に置いては、請負者の住所及び氏名の欄には、共同事業体の名称並びに共同事
業体の代表者及びその構成員住所及び氏名を記入する。
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自 至

221ほ 保育間伐 1.35 1.35
契約日
の翌日
から

R9.1.29 ス　ギ 250
森林整備事業保育
間伐【活用型】仕
様書による

221る 保育間伐 1.00 1.00 〃 〃 ヒノキ 420

221る1 保育間伐 0.86 0.86 〃 〃 ス　ギ 250

221わ2 保育間伐 1.89 1.89 〃 〃 ス　ギ 340

221わ3 保育間伐 1.94 1.94 〃 〃 ス　ギ 250

221そ2 保育間伐 1.83 1.83 〃 〃 ス　ギ 240

221そ3 保育間伐 1.93 1.93 〃 〃 ス　ギ 200

221そ4 保育間伐 1.54 1.54 〃 〃 ス　ギ 340

221そ7 保育間伐 2.34 2.34 〃 〃 ス　ギ 200

221そ8 保育間伐 1.01 1.01 〃 〃 ス　ギ 200

221ね1 保育間伐 0.68 0.68 〃 〃 ヒノキ 490

221ね2 保育間伐 0.38 0.38 〃 〃 ス　ギ 210

221な 保育間伐 1.59 1.59 〃 〃 ス　ギ 200

221ら 保育間伐 1.91 1.91 〃 〃
ス　ギ 200
ヒノキ 240

221ら1 保育間伐 0.36 0.36 〃 〃 ヒノキ 250

221む1 保育間伐 1.11 1.11 〃 〃 ス　ギ 340

221や 保育間伐 2.36 2.36 〃 〃 ス　ギ 600

221ま 保育間伐 0.87 0.87 〃 〃 ス　ギ 200

221ま1 保育間伐 1.85 1.85 〃 〃 ス　ギ 200

221ま2 保育間伐 1.91 1.91 〃 〃 ス　ギ 200

221ま3 保育間伐 0.82 0.82 〃 〃
ス　ギ 200
ヒノキ 230

221ま6 保育間伐 0.65 0.65 〃 〃 ス　ギ 210

221ま7 保育間伐 0.19 0.19 〃 〃 ヒノキ 240

221け 保育間伐 0.76 0.76 〃 〃 ス　ギ 350

221ふ 保育間伐 1.48 1.48 〃 〃
ス　ギ 230
ヒノキ 240

221ふ1 保育間伐 0.74 0.74 〃 〃 ス　ギ 600

計 33.35 0.00 33.35

材　種

素材 集造材 1,340 ㎥

山元巻立 50 ㎥

C材集造材 1,300 ㎥

C材山元巻立 50 ㎥

封印発送 2,540 ㎥

数　量

備　考契約面積

記 番 別 作 業 内 訳 書

作 業 工 程 別 数 量 内 訳 書
作業工程 細　目 備　考

林小班 作業種 区域面積
控除面
積(除地

等)

作業期間 間伐目安ha
当たり本数

機械巻立

機械巻立











樹種 長級（㎝） 延寸（㎝）

3，4 5
3，4 5
3 5
3 10
6，8 10
4.2
5.2
6.2

直材 3，4
曲材 3，4

3 5
4 5
2 5
3 5
4 5
3 5
6，8 10
4.2
5.2
6.2

2，3，4 5
2.2，3.2，4.2 10

モミ 2，4 5
ツガ 2，3，4 5
他N 2，3，4 5
カシ 2.1，3.2，4.3 5
その他L 2.1，3.2，4.3 5
NL 2 0
スギ・
ヒノキ

0.6～1.6 0

スギ・
ヒノキ・
その他

0.6上 0

※留意事項 1.平成 元年１月１０日 第２号「当面の採材について」

2.平成 元年３月２９日 元熊利第５５号「スギ、ヒノキ価格体系の改定について」

3.平成１７年６月 ６日 ラミナ用原材料生産に伴う参考資料

採材標準寸法表
大分西部森林管理署　

径級（㎝） 備考

14上
34上
16～20
14上
8～13下

用途

ラミナ材

梁材

長材
割柱
芯持柱
一般材

一般材（小径木）

単曲材で元玉

直材で元玉
通直で無節に近いもの

末口14～元口40以内

システム販売相手方との協定による

24～28
24～28
24～26

赤芯で目細な無節材元玉原則
通直で無節に近いもの

10

チップA

末口14～元口45以内
5

スギ

単曲材で元玉

最高矢高10㎝以内

梁材

長材
芯持柱

一般材

一般材（小径木）

12上
14上
18上
8～12下
8～13下

銘木類は有寸
末口径30上通直材尺採材
銘木類は有寸

24上

10 単曲材で元玉

ヒノキ

マツ
13上
24～30
22～26
18～22
14上
16～20

システム販売相手方との協定による
システム販売相手方との協定による

5.平成２９年２月１３日 ２８九資第５４号「平成２８年度以降に適用する素材販売基準価格及び
            立木販売基準価格について」の一部改正について

24上
18～24梁材

一般材

8上

14上

一般材
一般材
一般材
一般材
一般材

10上
22上
20上
14上

根曲り部分からの採材が原則

システム販売相手方との協定によるC材等未利用材

端尺材

4.平成２１年８月３１日 ２１九販第３０号「C材等未利用材を素材生産事業として実施する場合の
            取扱いについて」














